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第１章　総　　則

（目　　的）
第１条　　この規程は、社用車両及び構内専用車両（以下、「社用車両等」という。）の管理運営を適切に行い、業務能率の向上と運転者の安全を図ることを目的とする。

（定　　義）
第２条　　この規程で用いる用語の定義は、次のとおりとする。
　　　　　1.　社用車両　　：　会社が所有又は賃借した自動車及び原動機付自転車をいう。
　　　　　　　　　　　　　　　ただし、構内専用車両は除く。
　　　　　2.　構内専用車両：　公道を走行せず、構内でのみ使用する業務用の車両をいう。
　　　　　3.　運転者　　：　業務遂行のため社用車両等を運転する者すべてをいう。

（適用範囲）
第３条　　この規程は、業務遂行のため使用する社用車両等に適用する。


第２章　管　　理

（管理機構）
第４条　　この規程の目的遂行のため、車両管理者を置く。

（車両総括管理者）
第５条　　車両総括管理者は、総務部長とする。

（車両総括管理者の職務）
第６条　　車両総括管理者は、社用車両等管理規程の円滑な運営を図ることとし、その職務は次のとおりとする。
　　　　　1.　社用車両等の購入、買換え及びリース等により車両を変更する場合は、変更希望部門と協議の上、決定する。
　　　　　2.　常時５台以上の社用車両を使用する場合は、安全運転管理者を選任し、公安委員会に届け、安全運転管理者が法令に規定された職務を遂行できるよう指導援助を行う。
　　　　　3.　事故が発生した場合、事故処理担当者に保険等の手続きをさせる。

（車両管理者）
第７条　　車両管理者は、社用車両等を使用する課・室単位とし、課・室長とする。

（車両管理者の職務）
第８条　　車両管理者は、管理下の社用車両等の保管、使用及び運転者の安全について管理するものとし、その職務は次のとおりとする。
1. 指定された社用車両については、社用車両使用記録表（様式-１）を備え付け、車両の運行状況、異常の有無等を把握し、必要に応じて整備を行う。
2. 業務上一時的にレンタカーを使用する場合、車両管理者は、車両総括責任者に許可を得るものとする。
3. 事故が発生した場合、事故処理に関する対応や手続きに協力する。
　　　　　4.　安全運転管理者が選定された場合、その職務を遂行できるよう協力する。


第３章　運　転　者

（社用車両等運転者）
第９条　　運転者は、役員・従業員とする。
　　　　　ただし、業務上止むを得ず運転の必要が発生し、車両管理者が運転許可を与えた場合は、その他の者でも運転することができる。

（運転者の心得）
第10条　　運転者の心得は、次のとおりとする。
　　　　 　1.　交通法令を守り、常に人命尊重の精神に徹し、事故防止に最善の努力をし、安全運転第
一に心掛けなければならない。
           2.　社用車両等に異常を発見した場合は、車両管理者へ報告するものとする。
　　　　　 3.　社用車両等は、終業後には指定された場所に駐車する。
　　　　　 4.　運転者の故意又は重大な過失により、会社に損害を与えた場合は、損害額を負担させる
             ことがある。
　　　　　 5.　交通法令違反をした場合は、車両管理者に報告しなければならない。この場合の罰金及び反則金は、運転者負担となる。


第４章　使用制限

（社用車両等の私的使用）
第11条①　社用車両等を私的に使用してはならない。又、社外への貸出しを行ってはならない。
　　　 ②　車両管理者が、会社の業務上の都合により止むを得ないと判断した場合は、社用車両を一時
的に限って通勤用に使用することができる。

（個人所有車両の業務使用）
第12条①　個人所有車両は、原則として業務に使用してはならない。ただし、次に該当する場合は使用を認めることがある。その場合、車両総括管理者に所定の申請書にて届出を行い、許可を得るものとする。
　　　　　1.　当該車両を業務上利用することが時間的もしくは費用的に社有車を利用するより有利であるか、業務上著しく便利である場合
2.　社有車が使用できない状況にある等、止むを得ない場合
　　　 ②　前項で使用できる車両は、「マイカー通勤管理規程」に定める手続きにより、許可された車両でなければならない。
　　　 ③　事故を起こした場合、対人・対物損害金の弁済負担は、運転者本人の自動車損害賠償責任保険および任意保険を適用して賠償弁済するものとする。保険賠償額が不足した場合には、その不足分は会社が負担する。ただし、通勤時及び事故原因に本人の故意または重大な過失が認められる場合はこの限りではない。なお、個人車両の損害については、原則として運転者本人が負担するものとする。


第５章　保　　険

（任意保険の加入義務）
第13条　　車両総括管理者は、社用車両には自動車賠償責任保険のほか任意自動車保険に必ず加入の手続きを行わなければならない。また構内専用車両には必要な保険の加入手続きを行わなければならない。


第６章　事故対処

（事故処理）
第14条①　事故が発生した場合、運転者は、加害・被害の別なく、道路交通法に定められた処置をとっ
た上で車両管理者及び車両総括管理者に報告し、必要な指示を受ける。
　　　 ②　処理を講じた後、次の手続きを取るものとする。
　　　　　 1.　法令の定めに従って、警察署に届出、立会い調査に応じ事故証明書の交付を受ける。
           2.　運転者は、現場でみだりに相手方を刺激するような言動をしたり、不必要に当方にのみ非があるかのごとき言動は慎まなければならない。また、相手方から警察への届出の省略又は示談の申出があっても勝手にこれに応じてはならない。

(事故報告書の提出)
第15条①　車両管理者は、事故について報告書を車両総括管理者へ提出する。　
　　　 ②　報告書の記載事項及び添付すべき書類は、社用車両等事故報告書（様式－２）による。

（事故の解決処理）
第16条　　第６条第３号での処理担当者は、次の要領で事故処理の交渉に当たる。
　　　　　1.事故の調査 ： 交渉の円滑を図り妥当な解決を期するため、事故の全貌を的確に把握し、双方の過失並びに損害の程度など詳細に把握しておく。
　　　　　2.第三者排除 ： 事故当事者に関係のない第三者や示談屋等に依頼したり、又はこれらを相手方に交渉をしない。
　　　　　3.交渉場所 ： 当方が加害者でない限り、交渉の場所は原則として会社とする。
　　　　　4.被害者見舞 ： 被害者に対しては、事故の主原因と損害の程度により、見舞等の心遣いと儀礼は適切に行う。
　　　　　5.経過報告 ： 交渉の過程においては、随時車両総括管理者へ連絡し、指示・助言を受ける。
　　　　　6.示談成立 ： 示談を成立させようとするときは、車両総括管理者の承諾を得る。

（保険請求）
第17条①　車両総括管理者は、処理担当者の保険等の手続きを経て、交通事故の損害について自動車賠償責任保険及び任意保険加入会社に補償金額を請求する。　
　　　 ②　損害賠償保険金請求に際しての関係書類は、すべてコピー等して保管する。

第７章　雑　　則
（規程の管理）
第18条　　この規程の管理は、総務部長が行う。

付　　則

①　この規程は、２０１６年１２月　１日から施行する。
②　２０２１年　７月　１日　一部改訂
③　２０２５年１２月　１日　一部改訂
[bookmark: _Hlk224717456]④　２０２６年　４月　１日　一部改訂
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